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失業手当
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退職勧奨を受けたのに
自己都合退職扱いとなり
失業手当がもらえない…

給付期間が終
わってしまい、

この先の生活が
不安…

失業手当の支給額が少
なくて生活できない…

コロナの長期
化で仕事が見
つからない…

弁護士が

無料で
対応します


